
　介護保険　認定申請からサービス利用までの流れ

宇美町役場　健康課　介護・高齢者支援係 ０９２－９３４－２２４３
宇美町地域包括支援センター ０９２－９３４－２２４９
福岡県介護保険広域連合　粕屋支部 ０９２－６５２－３１１１

認定結果通知が郵送されます

●必要なもの●

・介護保険被保険者証

・医療保険被保険者証

・主治医の氏名（ﾌﾙﾈｰﾑ）

・マイナンバー関係書類

認定の申請 《役場窓口へ》

意見書作成 【主治医】

訪問調査 【粕屋支部】

意見書用紙を主治医へ

訪問調査の日時調整

認定審査会 【粕屋支部】

認 定

要支援１・２ 要介護１～５非該当

担当ケアマネージャーを決める

ケアプランの作成介護予防ケアプランの作成

介護サービスの利用介護予防サービス介護予防・日常生活

まずは、家族・主治医とよく話し合いましょう。
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介護サービスの利用者負担は、原則１割です。一定以上の所得のある方は、２割または3割になります。


